
第

二

十

八

号

議

案

 

 
 

 

「

東

京

都

教

育

委

員

会

に

お

け

る

障

害

者

活

躍

推

進

計

画

（

第

２

期

）

」

に

つ

い

て

 

 

「

東

京

都

教

育

委

員

会

に

お

け

る

障

害

者

活

躍

推

進

計

画
（

第

２

期

）
」
を

次

の

と

お

り

作

成

す

る

。

 

 
 

令

和

七

年

三

月

二

十

七

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会

 
 

 

           



（

提

案

理

由

）

 

 

障

害

者

の

雇

用

の

促

進

等

に

関

す

る

法

律

に

基

づ

き

、

障

害

者

雇

用

に

係

る

取

組

を

よ

り

積

極

的

に

実

施

し

、

障

害

の

あ

る

教

職

員

の

更

な

る

活

躍

を

推

進

す

る

た

め

、

「

東

京

都

教

育

委

員

会

に

お

け

る

障

害

者

活

躍

推

進

計

画

（

第

２

期

）

」

を

作

成

す

る

必

要

が

あ

る

。

 


